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報告第２８号 

 

   専決処分の報告について 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額を定めることについて、次のとお

り専決処分したから、同条第２項の規定により報告する。 

令和６年９月１７日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

専 決 処 分 書 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額を定めることについて、次のとお

り専決処分する。 

令和６年７月１８日 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

交通事故による損害賠償の額の決定について 

損害賠償の額 
損害賠償の相手方 事故発生 

年月日・場所 
事故の概要 

住 所 氏 名 
円 

1,564,168  

(車両時価相当額等) 

       

       

       

 

       

       

       

 

令和６年  
１月３１日  

静岡市清水区 
御門台  
４番１号地先  

公用車で走行中、対向

車線を走行していた相

手方車両と衝突し、相手

方車両を破損させると

ともに、頸部挫傷等の傷

害を負わせた事故であ

る。 

 

 

 

 

 

4



 

 

 
専 決 処 分 書 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額を定めることについて、次のとお

り専決処分する。 

令和６年７月１９日 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

道路事故による損害賠償の額の決定について 

損害賠償の額 
損害賠償の相手方 事故発生 

年月日・場所 
事故の概要 

住 所 氏 名 
円 

36,964  

   （車両修理費） 

       

       

       

 

       

       

       

 

令和５年 

  １月２１日 

       

       

       

 

 駐車場に駐車しよう

とした相手方車両が、路

面上の段差に接触し、フ

ロントバンパーを損傷

させた事故である。 
 

円 

22,500  

   （車両修理費） 

       

       

       

 

       

       

       

 

令和６年 

  １月８日 

静岡市駿河区 

国吉田一丁目 

１番７号地先 

 

 市道を走行中の相手

方車両が、路肩から伸び

た草木に接触し、左側ボ

ディを損傷させた事故

である。 

円 

53,605  

   （車両修理費） 

静岡市駿河区 

西中原二丁目 

７番６３－ 

１２０４号 

 

株式会社ロゼ

ッタ・トラス

ト 

代表取締役 

垣内 伸五 

令和６年 

  ４月９日 

静岡市駿河区 

稲川一丁目 

４番１０号地先 

 市管理道を走行中の

相手方車両が、道路上の

穴に落輪し、右前輪タイ

ヤ等を損傷させた事故

である。 
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専 決 処 分 書 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額を定めることについて、次のとお

り専決処分する。 

令和６年８月１日 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

交通事故による損害賠償の額の決定について 

損害賠償の額 
損害賠償の相手方 事故発生 

年月日・場所 
事故の概要 

住 所 氏 名 
円 

37,919  

（車両修理費等） 

  

       

       

       

 

       

       

       

 

令和６年  
４月１２日  

静岡市駿河区 
中野新田  
１９０番地の１

地先 

公用車で走行中、左側

車線から方向転換しよ

うとした相手方車両と

接触し、右側バンパー等

を損傷させた事故であ

る。 

 

  

6



 

 

 
専 決 処 分 書 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額を定めることについて、次のとお

り専決処分する。 

令和６年８月１日 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

道路事故による損害賠償の額の決定について 

損害賠償の額 
損害賠償の相手方 事故発生 

年月日・場所 
事故の概要 

住 所 氏 名 
円 

182,012  

  (車両修理費等) 

静岡市清水区 

西里 

３９１番地の

３ 

清水グリーン

サービス株式

会社 

代表取締役 

清水 千鶴子 

令和６年 

  ６月２１日 

静岡市清水区 

和田島地内 

 市管理道を走行中の

相手方車両に、山側斜面

からの落石が直撃し、フ

ロントガラスを損傷さ

せた事故である。 
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専 決 処 分 書 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額を定めることについて、次のとお

り専決処分する。 

令和６年８月７日 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

交通事故による損害賠償の額の決定について 

損害賠償の額 
損害賠償の相手方 事故発生 

年月日・場所 
事故の概要 

住 所 氏 名 
円 

360,000  

（車両修理費） 

       

       

       

 

       

       

       

 

令和６年  
４月１８日  

静岡市葵区 
安東三丁目  
６番２１号地先  

不燃・粗大ごみの戸別

収集作業中、塵芥車を後

退させたところ、走行中

の相手方車両と接触し、

右側後部ドアを損傷さ

せた事故である。 

 

  

8



 

 

 
専 決 処 分 書 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額を定めることについて、次のとお

り専決処分する。 

令和６年８月７日 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

物損事故による損害賠償の額の決定について 

損害賠償の額 
損害賠償の相手方 事故発生 

年月日・場所 
事故の概要 

住 所 氏 名 
円 

24,200  

(サイクルポート 

修理費) 

  

       

       

       

 

       

       

       

 

令和６年 

７月９日 

       

       

       

 

 消防車両を方向転換

しようとしたところ、相

手方所有のサイクルポ

ートに接触し、同サイク

ルポートを損傷させた

事故である。 
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専 決 処 分 書 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額を定めることについて、次のとお

り専決処分する。 

令和６年８月１３日 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

物損事故による損害賠償の額の決定について 

損害賠償の額 
損害賠償の相手方 事故発生 

年月日・場所 
事故の概要 

住 所 氏 名 
円 

91,053  

  (ブロック塀修理費) 

  

       

       

       

 

       

       

       

 

令和６年  
６月２０日  

       

       

       

 

不燃・粗大ごみの戸別

収集作業中、塵芥車を後

退させたところ、相手方

所有のブロック塀に接

触し、同ブロック塀を損

傷させた事故である。 
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専 決 処 分 書 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額を定めることについて、次のとお

り専決処分する。 

令和６年８月２６日 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

物損事故による損害賠償の額の決定について 

損害賠償の額 
損害賠償の相手方 事故発生 

年月日・場所 
事故の概要 

住 所 氏 名 
円 

495,000  

（歩道用照明灯 

修理費） 

静岡市清水区 

大内 

９７番地の 1 

協和サンシン

エンジニアリ

ング株式会社 

代表取締役 

小暮 明 

令和６年 

４月２日 

静岡市清水区 

港町一丁目 

７番１５号地先  

 公用車を方向転換し

ようとしたところ、相手

方所有の歩道用照明灯

に接触し、同歩道用照明

灯を損傷させた事故で

ある。 
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専 決 処 分 書 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額を定めることについて、次のとお

り専決処分する。 

令和６年８月３０日 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

傷害事故による損害賠償の額の決定について 

損害賠償の額 
損害賠償の相手方 事故発生 

年月日・場所 
事故の概要 

住 所 氏 名 
円 

2,014,557   

（治療費等） 

       

       

       

 

       

       

       

 

令和５年 

７月７日 

静岡市葵区 

追手町 

１０番地地先 

 

救急搬送中、交差点を

右折したところ、相手方

を乗せたスクープスト

レッチャーが滑り落ち、

右腸骨等打撲の傷害を

負わせた事故である。 

円 

1,417,368   

（治療費等） 

       

       

       

 

       

       

       

 

令和５年 

７月７日 

静岡市葵区 

追手町 

１０番地地先 

 

救急搬送中、交差点を

右折したところ、滑り落

ちたスクープストレッ

チャーと相手方が接触

し、頚椎捻挫等の傷害を

負わせた事故である。 

 

 

12



報告第２９号 

 

   専決処分の報告について 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、工事請負契約金額の変更について、次のとおり

専決処分したから、同条第２項の規定により報告する。 

令和６年９月１７日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
 

専 決 処 分 書 
地方自治法第１８０条第１項の規定により、工事請負契約金額の変更について、次のとおり

専決処分する。 
令和６年７月２６日 

 
静岡市長  難 波 喬 司     

 
工事請負契約金額の変更について 

工事名 契約金額（円） 変 更 概 要 

令和５年度都清工第３号 
清水駅東口歩行者専用道線ペデスト 
リアンデッキ上部工事 
（令和５年１２月１３日議決） 

 
 

当初  
737,000,000 

第１回変更後 

786,344,900 

 

上部工の架設にあたり、道路管理

者と協議した結果、道路上での主桁

組立てから、橋脚上での組立てに変

更することとなり、仮設工等を増工

する。 
 
（当初議決より 
49,344,900円増額（6.70％増）） 
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専 決 処 分 書 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、工事請負契約金額の変更について、次のとおり

専決処分する。 
令和６年８月２０日 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

工事請負契約金額の変更について 

工事名 契約金額（円） 変 更 概 要 

令和５年度駿嘱債第１号 
静岡競輪場競走路改修工事 
（令和５年１２月１３日議決） 

 
 

当初  
687,500,000 

第１回変更後 

710,613,200 

 

既設舗装厚が当初想定よりも厚

いことが判明したため、舗装工を

増工する。 
 
（当初議決より 
23,113,200円増額（3.36％増）） 
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報告第３０号 

 

   令和５年度決算に基づく健全化判断比率の報告について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和５年度決算に基

づく健全化判断比率について別紙監査委員の意見書を付けて報告する。 

  令和６年９月１７日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
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健全化判断比率報告書 

 

（単位：％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

    － 

（  11.25  ） 

－ 

（  16.25  ） 

6.1 

（  25.0  ） 

31.9 

（  400.0  ） 

（括弧内の数字は早期健全化基準）  
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報告第３１号 

 

   令和５年度決算に基づく資金不足比率の報告について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、簡易水道事業会計、

病院事業会計、水道事業会計、下水道事業会計、農業集落排水事業会計及び中央卸売市場事業

会計の令和５年度決算に基づく資金不足比率について別紙監査委員の意見書を付けて報告する。 

  令和６年９月１７日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
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資金不足比率報告書 

 

（単位：％）  

特別会計の名称 資金不足比率 

簡 易 水 道 事 業 会 計 － 

病 院 事 業 会 計 － 

水 道 事 業 会 計 － 

下 水 道 事 業 会 計 － 

農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 － 

中 央 卸 売 市 場 事 業 会 計 － 

  （経営健全化基準は20.0％） 
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